
令和元年10月７日　　（公財）山形県生活衛生営業指導センターニュース第214号

　一般社団法人　全国生活衛生同業組合中央会、各生活衛生同業組合連合会等において、平成26年度より11月
を「生活衛生同業組合活動推進月間」と定め、関係機関や関係団体との連携のもとに、生活衛生の周知広報や

組合活動活性化のための取り組みを重点的に展開して

おります。

　山形県生活衛生営業指導センターも、これらの活動

と連携し、生衛業の衛生水準の確保・向上を図るため

の事業を実施します。

◇経営の相談は指導センターへ◇



http://www.seiei.or.jp/yamagata/

生衛やまがた

　現在、生活衛生関係業界では、経営者の高齢化の進行に伴い後継者不足が深刻になっております。

　このことから、当指導センターでは若年層の生衛業に対する職業観の向上と後継者の確保対策や将来の生衛

業への就職、または、自らの起業などのきっかけとして、各組合等の協力を得ながら高校生を対象としたイン

ターンシップ（職場体験）事業をおこなっております。

　今年度は、県内から23名の参加者があり、夏休み中、それぞれ希望の業種で職場体験をおこないました。

　ご協力いただきました関係者の皆様へ深く感謝いたします。

組合の組織強化拡大と業
界発展のため組合加入を
呼びかけましょう！

後 継 者 育 成 支 援 事 業

11月は「生活衛生同業組合活動推進月間」です
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◇クリーニングはＳマークのお店で◇

　標準営業約款（Sマーク）とは、消費者の利益保護の観点から、理容業、美容業、クリー

ニング業などの生活衛生関係営業が提供するサービスや技術、設備内容等を適正かつ明確

に表示することにより、利用者や消費者が、営業者からサービスを受けたり商品を購入し

たりするときの選択の利便を図ることを目的として、厚生労働大臣が認可した制度です。

　標準営業約款のシンボルマークである「Sマーク」は、Safety（安全）、Sanitation（清潔）、

Standard（安心）の三つの頭文字の Sを表しています。

　しかしながら、約款の登録は決して高い水準にはないため、広く利用者や消費者に

対する制度の普及・啓発活動を強化していく必要があります。

　このため、11月を「標準営業約款普及登録推進月間」と定め、厚生労働省の後援や各関係機関等の協力を得

ながらこの制度の周知、登録の推進を図っていくこととしています。

　未加入店の事業主の方はこの機会にぜひ加入をご検討ください！

クリーニング師研修 及び 業務従事者講習実施のお知らせ
　クリーニング師研修及び業務従事者講習を下記のとおり開催いたします。

　クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、３年を超えない期間ごとに、クリーニング業法に定め

られた研修を受ける義務があります。

　また、クリーニング所の業務従事者についても、営業者は従事者の５分の１（端数を生じる場合は切上げ）

について３年を超えない期間ごとに法に定められた講習を受けさせる義務があります。

※�ただし、クリーニング師がクリーニング師研修を受講している場合は、クリーニング師１名につき業務従事者５名分の
講習を受講したものとみなされます。

◆クリーニング師研修◆

日　　　　時 会　　　　　　　　場

村 山 会 場 11月７日（木）13：30 ～
山形国際交流プラザ山形ビッグウイング（4 F 研修室）
（山形市平久保100）

庄 内 会 場 11月12日（火）13：00 ～
酒田勤労者福祉センター（展示ホール）
（酒田市緑町 19 － 10）

◆研修科目◆

１. 繊維及び繊維製品 ４. 衛生法規及び公衆衛生

２. 洗濯物の処理 ５. レポート

３. 洗濯物の受け取り、保管及び引き渡し

◆クリーニング業務従事者講習◆

日　　　　時 会　　　　　　　　場

村 山 会 場 11月８日（金）13：30 ～
山形国際交流プラザ　山形ビッグウイング（4 F 研修室）
（山形市平久保100）

庄 内 会 場 11月13日（水）13：00 ～
酒田勤労者福祉センター（展示ホール）
（酒田市緑町 19 － 10）

置 賜 会 場 11月１日（金）13：00 ～
アクティー米沢（第２会議室）
（米沢市西大通１丁目５－５）

登録手数料 標識代等 合　　計

新 規 登 録（３年有効） 6，600円 3，300円 9，900円

再　登　録（５年有効） 2，360円 1，300円 3，660円

標準営業約款普及登録促進月間
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◇一般飲食・めん類飲食はＳマークのお店で◇

出典：厚生労働省ホームページ
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◇理美容はＳマークのお店で◇



山形支店 〒990-0042 山形市七日町 3-1-9（山形商工会議所会館） 

       Tel 023-642-1331 

酒田支店 〒998-0036 酒田市船場町 1-1-2 

       Tel 0234-22-3120 

米沢支店 〒992-0045 米沢市中央 4-1-30（米沢商工会議所会館） 

       Tel 0238-21-5711 


